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捜査書類の作成などについては 「犯罪捜査規範（昭和３２年国家公安委員会規、

則第２号 」第１章第６節「捜査書類」に規定されているところであるが、みだし）

のことについては、これまで何等規程もなく慣例に従って作成されている実情であ

ったが、これを検討するに種々、非能率的な面も少なくないので、この度捜査能力

の向上と捜査の合理化を推進するための一環として、捜査復命書の様式を別添のと

おり定めたので、次の諸点に留意の上その取扱いに誤りなきを期せられたい。

記

１ 下命者は、下命事項を具体的に明示すること。

２ 復命者は、下命事項について捜査した、てんまつ、および結果を復命事項欄に

記入した上その要旨、結論などを所定欄に簡記して復命すること。

３ 下命者は、その復命を受けたときは、内容を検討し、これに対する処置などを

所定欄に記入すること。

４ 捜査主任官は、事件の捜査方針に対応した、復命書の整理区分を行い、事件完

結まで保存しながら、これが活用に努めること。

５ 本復命書の契印、加除、訂正など形式的事項については 「犯罪捜査規範」第、

１章第６節「捜査書類」によること。



整 理 下 備 事件ごとに区分し、本件完
命 結まで捜査主任官において

区 分 者 考 保存し活用すること。
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